
安城市おくやみハンドブック
～市役所で必要な手続きをお伝えするためのハンドブックです～
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【ご利用時間】①午前９時～　②午前１０時～　③午後１時３０分～　④午後３時～（土・日・祝日、年末年始を除く平日）【ご利用時間】①午前９時～　②午前１０時～　③午後１時３０分～　④午後３時～（土・日・祝日、年末年始を除く平日）
※時間が前後する場合もございます。※時間が前後する場合もございます。

【お電話でのご予約】【お電話でのご予約】
市民課おくやみ窓口（０５６６）７１-２２８２へ、 利用希望日の市民課おくやみ窓口（０５６６）７１-２２８２へ、 利用希望日の３開庁日前まで３開庁日前までに連絡ください。に連絡ください。
予約受付時間は午前８時３０分~午後５時１５分（土･日・祝日、年末年始を除く平日）。予約受付時間は午前８時３０分~午後５時１５分（土･日・祝日、年末年始を除く平日）。
メールでの予約は表題に 「おくやみ窓口の予約」と記載して、以下の項目を入力し送信してください。メールでの予約は表題に 「おくやみ窓口の予約」と記載して、以下の項目を入力し送信してください。
・「亡くなられた方の住所、氏名、生年月日、 亡くなられた年月日」・「亡くなられた方の住所、氏名、生年月日、 亡くなられた年月日」
・「来庁される方の住所、氏名、 亡くなられた方との続柄 (間柄)、 日中連絡を取ることのできる電話番号」・「来庁される方の住所、氏名、 亡くなられた方との続柄 (間柄)、 日中連絡を取ることのできる電話番号」
・「利用希望の月日と利用希望の時間（上記①、②、③、④）の、第１・第２・第３希望まで」を明記のうえ、利用希望日の・「利用希望の月日と利用希望の時間（上記①、②、③、④）の、第１・第２・第３希望まで」を明記のうえ、利用希望日の
３開庁日前までに 「okuyami-mado@city.anjo.lg.jp｣ へ送信してください。 なお、返信が翌開庁日となる場合が３開庁日前までに 「okuyami-mado@city.anjo.lg.jp｣ へ送信してください。 なお、返信が翌開庁日となる場合が
ありますのであらかじめご了承ください。ありますのであらかじめご了承ください。

・聴覚障害のある方は上記の内容を記載のうえFAXを送ってください。FAX（０５５６）７４-６７８９・聴覚障害のある方は上記の内容を記載のうえFAXを送ってください。FAX（０５５６）７４-６７８９

【予約が取れないときは･･･】【予約が取れないときは･･･】
お休みの都合などで予約できない場合は、 来庁時ご遺族の方に各課に出向いていただきます。 ご遺族の負担を軽減お休みの都合などで予約できない場合は、 来庁時ご遺族の方に各課に出向いていただきます。 ご遺族の負担を軽減
するために、 来庁時 「おくやみ窓口」にお寄りいただければ、 届出が必要な部署を確認しチェックシートをお渡ししまするために、 来庁時 「おくやみ窓口」にお寄りいただければ、 届出が必要な部署を確認しチェックシートをお渡ししま
す。 時間短縮にもなりますのでぜひ事前にお問い合わせください。す。 時間短縮にもなりますのでぜひ事前にお問い合わせください。

【ご利用にあたって】【ご利用にあたって】
・おくやみ窓口は、市役所本庁舎1階の正面玄関を入ったすぐ右手にあります。・おくやみ窓口は、市役所本庁舎1階の正面玄関を入ったすぐ右手にあります。
・利用いただけるのは、 亡くなられた方の住民登録が安城市の場合に限ります。・利用いただけるのは、 亡くなられた方の住民登録が安城市の場合に限ります。
・手続きが一度で終わらない場合もあります。 また内容によってはおくやみ窓口で行えない手続きもあります。・手続きが一度で終わらない場合もあります。 また内容によってはおくやみ窓口で行えない手続きもあります。

【持ち物】【持ち物】
・来庁される方の・来庁される方の
 □印鑑（みとめ印） □印鑑（みとめ印）
 □本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード等） □本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード等）
・上記以外の故人、 喪主、 相続代表者等について必要となるものは、 この冊子内の持ち物を参考にしてください。・上記以外の故人、 喪主、 相続代表者等について必要となるものは、 この冊子内の持ち物を参考にしてください。
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国民年金または厚生年金、共済年金の受給者である国民年金または厚生年金、共済年金の受給者である

亡くなられた方等についてのご確認亡くなられた方等についてのご確認 該当該当 ページページ

住
民

マイナンバーカード・通知カードを持っているマイナンバーカード・通知カードを持っている □ P. ６P. ６

印鑑登録証を持っている印鑑登録証を持っている □ P. ６P. ６

介
護

６５歳以上の方である６５歳以上の方である □ P. ７P. ７

高額介護サービス費の支払いを受けている高額介護サービス費の支払いを受けている □ P. ７P. ７

高齢者福祉サービスを利用している高齢者福祉サービスを利用している □ P. ８P. ８

障
害

身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳を持っている身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳を持っている □ P. ９P. ９

自立支援医療費助成（育成医療、更生医療）の受給者証の交付を受けている自立支援医療費助成（育成医療、更生医療）の受給者証の交付を受けている □ P. ９P. ９

下記のいずれかを受給している下記のいずれかを受給している
・特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当・特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当
・安城市障害者扶助料・愛知県在宅重度障害者手当・特別児童扶養手当・安城市障害者扶助料・愛知県在宅重度障害者手当・特別児童扶養手当

□ P.10P.10

心身障害者扶養共済制度の心身障害者である心身障害者扶養共済制度の心身障害者である □ P.10P.10

心身障害者扶養共済制度の加入者である心身障害者扶養共済制度の加入者である □ P.11P.11

障害福祉サービスを受給している障害福祉サービスを受給している □ P.11P.11

（事業主体は違うが市に窓口があるもの）（事業主体は違うが市に窓口があるもの）
NHK受信料免除、有料道路料金割引を受けているNHK受信料免除、有料道路料金割引を受けている □ P.12P.12

保
険

国民健康保険の加入者である、または加入者がいる世帯の世帯主である国民健康保険の加入者である、または加入者がいる世帯の世帯主である □ P.13P.13

後期高齢者医療保険の加入者である後期高齢者医療保険の加入者である □ P.14P.14

福祉医療費助成の受給者である（子ども、母子父子、障害、精神、マル福、福祉医療費助成の受給者である（子ども、母子父子、障害、精神、マル福、
自立支援（精神通院）等）自立支援（精神通院）等） □ P.15P.15

年
金

国民年金または厚生年金、共済年金の受給者である国民年金または厚生年金、共済年金の受給者である □ P.16P.16

国民年金の加入者である国民年金の加入者である □ P.17P.17

厚生年金の加入者である厚生年金の加入者である □ P.19P.19

税
金

土地・家屋を所有している土地・家屋を所有している □ P.21P.21

未登記の家屋を所有している未登記の家屋を所有している □ P.21P.21

相続を放棄した相続を放棄した □ P.21P.21

一定以上の所得がある（市民税・県民税・森林環境税の課税がある等）一定以上の所得がある（市民税・県民税・森林環境税の課税がある等） □ P.22P.22

1．市役所内の手続きチェックリスト
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亡くなられた方名義の口座から振替している市税がある亡くなられた方名義の口座から振替している市税がある

亡くなられた方等についてのご確認亡くなられた方等についてのご確認 該当該当 ページページ

税
金

原動機付自転車・小型特殊自動車の所有者である原動機付自転車・小型特殊自動車の所有者である □ P.23P.23

亡くなられた方名義の口座から振替している市税がある亡くなられた方名義の口座から振替している市税がある □ P.23P.23

子
育
て

児童手当の受給者である、または児童手当の受給対象児童である児童手当の受給者である、または児童手当の受給対象児童である □ P.24P.24

児童扶養手当・愛知県遺児手当・安城市遺児手当の受給者、またはその配偶者、児童扶養手当・愛知県遺児手当・安城市遺児手当の受給者、またはその配偶者、
あるいは受給対象児童であるあるいは受給対象児童である □ P.25P.25

水
道

水道所有者である、または水道使用者である水道所有者である、または水道使用者である □ P.27P.27

水道料金が亡くなられた方名義の口座から引き落としされている水道料金が亡くなられた方名義の口座から引き落としされている □ P.27P.27

そ
の
他

農地の所有者である農地の所有者である □ P.28P.28

区画整理地区内に土地や家屋がある区画整理地区内に土地や家屋がある □ P.28P.28

市営住宅、あるいは県営住宅の入居者である市営住宅、あるいは県営住宅の入居者である □ P.29P.29

今までお住まいの家が空き家となる今までお住まいの家が空き家となる □ P.30P.30

市営の霊園（お墓）を使用している市営の霊園（お墓）を使用している □ P.30P.30

犬を所有している犬を所有している □ P.31P.31

図書館利用カードを持っている図書館利用カードを持っている □ P.31P.31

町内会に加入している町内会に加入している □ P.31P.31
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１ ２
☎ ０５６６ー７１ー２２６８０５６６ー７１ー２２６８

７
３

１ ２
☎ ０５６６ー７１ー２２６８０５６６ー７１ー２２６８

（１）死亡届（火葬が済んでいる場合は、届出済です）（１）死亡届（火葬が済んでいる場合は、届出済です）

（２）世帯主の場合（２）世帯主の場合

これまで、戸籍謄本等は本籍地の市区町村で取得する必要がありましたが、全国の市区町村の窓口にこれまで、戸籍謄本等は本籍地の市区町村で取得する必要がありましたが、全国の市区町村の窓口に
おいて取得できるようになりました。詳しくは市ホームページをご確認ください。おいて取得できるようになりました。詳しくは市ホームページをご確認ください。

＜問合せ先＞＜問合せ先＞
市民課　証明係（本庁舎１階　１番窓口）市民課　証明係（本庁舎１階　１番窓口）
☎ ０５６６ー７１ー２２２１ ０５６６ー７１ー２２２１
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提出先に確認のうえお取り寄せください。提出先に確認のうえお取り寄せください。

１ ２
☎ ０５６６ー７１ー２２６８ ０５６６ー７１ー２２６８

̶

１ １
☎ ０５６６ー７１ー２２２１ ０５６６ー７１ー２２２１

̶

戸籍に死亡の記載がされるまでに、おおむね以下の日数がかかります。戸籍に死亡の記載がされるまでに、おおむね以下の日数がかかります。
なお、戸籍の記載状況を電話等でお答えすることはできませんので、下記の日数を目安にしてください。なお、戸籍の記載状況を電話等でお答えすることはできませんので、下記の日数を目安にしてください。
・本籍地で死亡届を出した場合→４営業日～７営業日・本籍地で死亡届を出した場合→４営業日～７営業日
・本籍地以外で死亡届を出した場合→３週間程度・本籍地以外で死亡届を出した場合→３週間程度
※大型連休や年末年始を挟む場合、これより日数がかかることがあります。※大型連休や年末年始を挟む場合、これより日数がかかることがあります。
※相続等の手続きには、相続人の確定のため、亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本※相続等の手続きには、相続人の確定のため、亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
　や除籍謄本が必要となる場合があります。提出先に確認のうえお取り寄せください。　や除籍謄本が必要となる場合があります。提出先に確認のうえお取り寄せください。

＜問合せ先＞＜問合せ先＞
市民課　証明係（本庁舎１階　１番窓口）市民課　証明係（本庁舎１階　１番窓口）
☎ ０５６６ー７１ー２２２１ ０５６６ー７１ー２２２１

（3）マイナンバーカード・通知カードを持っている場合（3）マイナンバーカード・通知カードを持っている場合
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（１） 65歳以上の方（または2号被保険者で、介護サービス利用者）の場合（１） 65歳以上の方（または2号被保険者で、介護サービス利用者）の場合

（２） 高額介護サービス費の支払いを受けている場合（２） 高額介護サービス費の支払いを受けている場合

＊
＊

＊
＊ １ ４７

☎ ０５６６ー７１ー２２２６ ０５６６ー７１ー２２２６

手続き・必要なもの 届出人

問合せ先

１ ４７
☎ ０５６６ー７１ー２２２６ ０５６６ー７１ー２２２６

期限

２

MEMOMEMO
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１ ４４
☎ ０５６６ー７１ー２２２３ ０５６６ー７１ー２２２３

期限

（３）高齢者福祉サービスを利用している場合（３）高齢者福祉サービスを利用している場合

MEMOMEMO
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（１）身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳のいずれかの交付を受けている場合（１）身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳のいずれかの交付を受けている場合

（２）自立支援医療費助成（育成医療、更生医療）の受給者証の交付を受けている場合（２）自立支援医療費助成（育成医療、更生医療）の受給者証の交付を受けている場合

１ ３８
☎ ０５６６０５６６ー７１７１ー２２２５２２２５
ＦＡＸ ０５６６ＦＡＸ ０５６６ー７４７４ー６７８９６７８９

１ ３９
☎ ０５６６ ０５６６ー７１７１ー２２５９２２５９
ＦＡＸ ０５６６ＦＡＸ ０５６６ー７４７４ー６７８９６７８９

MEMOMEMO
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（３）特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、安城市障害者扶助料、愛知県（３）特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、安城市障害者扶助料、愛知県
　　在宅重度障害者手当、特別児童扶養手当のいずれかの手当を受給されている場合　　在宅重度障害者手当、特別児童扶養手当のいずれかの手当を受給されている場合

（４）心身障害者扶養共済制度の心身障害者の場合（４）心身障害者扶養共済制度の心身障害者の場合

１ ３８
☎ ０５６６ ０５６６ー７１７１ー２２２５２２２５
ＦＡＸ ０５６６ＦＡＸ ０５６６ー７４７４ー６７８９６７８９

１ ３８
☎ ０５６６ ０５６６ー７１７１ー２２２５２２２５
ＦＡＸ ０５６６ＦＡＸ ０５６６ー７４７４ー６７８９６７８９
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（５）心身障害者扶養共済制度加入者の場合（心身障害者の保護者等）（５）心身障害者扶養共済制度加入者の場合（心身障害者の保護者等）

（６）障害福祉サービス等受給者の場合（６）障害福祉サービス等受給者の場合

１ ３８
☎ ０５６６ー７１ー２２２５ ０５６６ー７１ー２２２５
ＦＡＸ ０５６６ー７４ー６７８９ＦＡＸ ０５６６ー７４ー６７８９

１ ３９
☎ ０５６６ー７１ー２２５９ ０５６６ー７１ー２２５９
ＦＡＸ ０５６６ー７４ー６７８９ＦＡＸ ０５６６ー７４ー６７８９
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（７）事業主体は市ではないが、市に窓口があるもの（７）事業主体は市ではないが、市に窓口があるもの
（NHK受信料免除、有料道路料金割引を受けている方の場合）（NHK受信料免除、有料道路料金割引を受けている方の場合）

１ ３８
☎ ０５６６ー７１ー２２２５ ０５６６ー７１ー２２２５
ＦＡＸ ０５６６ー７４ー６７８９ＦＡＸ ０５６６ー７４ー６７８９

ＮＨＫ

☎ ０５２ー９５２ー７２６８ ０５２ー９５２ー７２６８
ＦＡＸ ０５２ー９５２ー７０６７ＦＡＸ ０５２ー９５２ー７０６７

１ ３８
☎ ０５６６ー７１ー２２２５ ０５６６ー７１ー２２２５
ＦＡＸ ０５６６ー７４ー６７８９ＦＡＸ ０５６６ー７４ー６７８９
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（1）国民健康保険葬祭費等に関する手続き（1）国民健康保険葬祭費等に関する手続き

＊
＊
＊

＊

１ ９
☎ ０５６６ー７１ー２２３０ ０５６６ー７１ー２２３０

２

１～２

＊
＊
＊

＊

１ ９
☎ ０５６６ー７１ー２２３００５６６ー７１ー２２３０

（２）国民健康保険の世帯主の変更に関する手続き （世帯主が亡くなられた場合）（２）国民健康保険の世帯主の変更に関する手続き （世帯主が亡くなられた場合）
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（３）後期高齢者医療葬祭費等に関する手続き（３）後期高齢者医療葬祭費等に関する手続き
（75歳以上及び一定の障害があり申請により認定を受けた65歳以上の方）（75歳以上及び一定の障害があり申請により認定を受けた65歳以上の方）

１ ８
☎ ０５６６ー７１ー２２３２ ０５６６ー７１ー２２３２

２

１～２

MEMOMEMO
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１ ８
☎ ０５６６ー７１ー２２３２０５６６ー７１ー２２３２

５

（４）福祉医療費助成を受給している場合（４）福祉医療費助成を受給している場合

MEMOMEMO
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（１）年金受給中の場合（国民年金・厚生年金・共済年金）（１）年金受給中の場合（国民年金・厚生年金・共済年金）

☎ ０５７０ー０５ー１１６５ ０５７０ー０５ー１１６５

５
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１８
２０

☎ ０５７０ー０５ー１１６５０５７０ー０５ー１１６５

５

（２）国民年金・厚生（共済）年金加入者の場合（２）国民年金・厚生（共済）年金加入者の場合

MEMOMEMO
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☎ ０５７０ー０５ー１１６５０５７０ー０５ー１１６５

５

MEMOMEMO



19

☎ ０５７０ー０５ー１１６５０５７０ー０５ー１１６５

２

☎ ０５７０ー０５ー１１６５０５７０ー０５ー１１６５

（３）厚生（共済）年金加入者の場合（３）厚生（共済）年金加入者の場合
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☎ ０５７００５７０ー０５０５ー１１６５１１６５

８ ３０ ５ １５
７

２
９ ３０ ４

☎ ０５６６０５６６ー２１２１ー２１１０２１１０（代）
住所：〒４４８住所：〒４４８ー８６６２　刈谷市寿町１８６６２　刈谷市寿町１ー４０１４０１

８ ３０ ５ １５

２
９ ３０ ４

１ 10
☎ ０５６６０５６６ー７１７１ー２２３１２２３１

MEMOMEMO
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２ ５７・５８
☎ ０５６６ー７１ー２２１５ ０５６６ー７１ー２２１５
☎ ０５６６ー７１ー２２５６ ０５６６ー７１ー２２５６

２ ５７
☎ ０５６６ー７１ー２２１５０５６６ー７１ー２２１５

２ ５７・５８
　☎ ０５６６ー７１ー２２１５０５６６ー７１ー２２１５
　☎ ０５６６ー７１ー２２５６０５６６ー７１ー２２５６

（３）相続放棄をされた場合（３）相続放棄をされた場合

（１）土地・家屋を所有している場合（１）土地・家屋を所有している場合

（２）未登記の家屋を所有している場合（２）未登記の家屋を所有している場合
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　 ☎ 0566 ー 21 ー 62110566 ー 21 ー 6211

２ ５０
☎ ０５６６ー７１ー２２１４０５６６ー７１ー２２１４

（４）亡くなられた方に一定以上の所得がある場合（市民税・県民税・森林環境税の課税がある等）（４）亡くなられた方に一定以上の所得がある場合（市民税・県民税・森林環境税の課税がある等）

MEMOMEMO
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２ ６０
☎ ０５６６ー７１ー２２１６０５６６ー７１ー２２１６

（６）市税が口座引き落としになっている場合（６）市税が口座引き落としになっている場合

☎ 050 ー 3816 ー1772050 ー 3816 ー1772

☎ 050 ー 5540 ー 2047050 ー 5540 ー 2047

２ ５１
☎ ０５６６ー７１ー２２１３０５６６ー７１ー２２１３

４ １
３ ３１

（５）所有している原動機付自転車・小型特殊自動車がある場合（５）所有している原動機付自転車・小型特殊自動車がある場合

MEMOMEMO
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１ ４
☎ ０５６６ー７１ー２２２９０５６６ー７１ー２２２９

１ ３
☎ ０５６６ー７１ー２２２７０５６６ー７１ー２２２７

１５

（１）ひとり親世帯となった場合（１）ひとり親世帯となった場合

（２）児童手当受給者の場合（２）児童手当受給者の場合
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１ ３
☎ ０５６６ー７１ー２２２７０５６６ー７１ー２２２７

（3） 児童手当の対象児童の場合（3） 児童手当の対象児童の場合

１ ４
☎ ０５６６ー７１ー２２２９０５６６ー７１ー２２２９

１４

（4）児童扶養手当・愛知県遺児手当・安城市遺児手当の受給者の場合（4）児童扶養手当・愛知県遺児手当・安城市遺児手当の受給者の場合

MEMOMEMO
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１ ４
☎ ０５６６ー７１ー２２２９０５６６ー７１ー２２２９

（5）児童扶養手当・愛知県遺児手当・安城市遺児手当の受給者の配偶者や扶養義務者の場合（5）児童扶養手当・愛知県遺児手当・安城市遺児手当の受給者の配偶者や扶養義務者の場合

１ ４
☎ ０５６６ー７１ー２２２９０５６６ー７１ー２２２９

（6）児童扶養手当・愛知県遺児手当・安城市遺児手当の対象児童の場合（6）児童扶養手当・愛知県遺児手当・安城市遺児手当の対象児童の場合

MEMOMEMO



27

１
☎ ０５６６０５６６ー７１７１ー２２４９２２４９

MEMOMEMO
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３ ６８
☎ ０５６６０５６６ー７１７１ー２２３４２２３４

１０

相続人

☎ ０５６６ー７１ー２２３６０５６６ー７１ー２２３６
３ ７１

期限

４ ９０
☎ ０５６６ー７１ー２２６１０５６６ー７１ー２２６１

（1）所有する農地がある場合（1）所有する農地がある場合

（２）安城桜井駅周辺特定土地区画整理地区に土地がある場合（２）安城桜井駅周辺特定土地区画整理地区に土地がある場合
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４ ９２
☎ ０５６６ー７１ー３７５１０５６６ー７１ー３７５１

（３）安城南明治第一土地区画整理地区（花ノ木町・末広町）に土地がある場合（３）安城南明治第一土地区画整理地区（花ノ木町・末広町）に土地がある場合

（４）市営住宅にお住まいの場合（４）市営住宅にお住まいの場合

手続き・必要なもの

３ ６５
☎ ☎ ０５６６ー７１ー２２４００５６６ー７１ー２２４０

親族等

☎ ０５６６ー８４ー５６７７０５６６ー８４ー５６７７

（５）県営住宅にお住まいの場合（５）県営住宅にお住まいの場合
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（６）今までお住まいの家が空き家になる場合（６）今までお住まいの家が空き家になる場合

３ ６７
☎ ☎ ０５６６ー７１ー２２４１０５６６ー７１ー２２４１

２ ５３
☎ ☎ ０５６６ー７１ー２２０６０５６６ー７１ー２２０６

(7) 市営霊園の使用者の場合(7) 市営霊園の使用者の場合

MEMOMEMO
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届出人

２ ５３
☎ ０５６６ー７１ー２２０６０５６６ー７１ー２２０６

３０

（８）犬の所有者の場合（８）犬の所有者の場合

☎ ０５６６ー７６ー６１１１０５６６ー７６ー６１１１

（９）図書館利用者カードをお持ちの場合（９）図書館利用者カードをお持ちの場合

３ ３３
☎ ０５６６ー７１ー２２１８０５６６ー７１ー２２１８

（10）町内会に加入している方の場合（10）町内会に加入している方の場合
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専門相談
１

☎ ０５６６ー７１ー２２２２０５６６ー７１ー２２２２

２０ ２０
９

MEMOMEMO
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庶務課庶務課

確認 主な手続き主な手続き 問い合わせ先

□ 遺産分割調停　等遺産分割調停　等 名古屋家庭裁判所岡崎支部　庶務課名古屋家庭裁判所岡崎支部　庶務課
☎ 05640564ー 51－897251－8972□ 相続放棄・限定承認相続放棄・限定承認

□ 不動産登記不動産登記 名古屋法務局刈谷支局名古屋法務局刈谷支局
☎ 0566－21－00860566－21－0086

□ 相続税申告、確定申告相続税申告、確定申告 刈谷税務署刈谷税務署
☎ 0566－21－62110566－21－6211

□ 自動車運転免許証、古物商許可自動車運転免許証、古物商許可 安城警察署安城警察署
☎ 0566－76－01100566－76－0110

□ 普通自動車税普通自動車税 西三河県税事務所（西三河総合庁舎内）西三河県税事務所（西三河総合庁舎内）
☎ 0564－27－27120564－27－2712

□ 普通自動車・二輪車（125cc超）の普通自動車・二輪車（125cc超）の
名義変更名義変更

中部運輸局愛知運輸支局西三河自動車検査登録中部運輸局愛知運輸支局西三河自動車検査登録
事務所事務所
☎ 050－5540－2047（豊田市）050－5540－2047（豊田市）

□ 軽自動車の名義変更軽自動車の名義変更 軽自動車検査協会愛知主管事務所三河支所軽自動車検査協会愛知主管事務所三河支所
☎ 050－3816－1772　（豊田市） 050－3816－1772　（豊田市）

□ 社会保険・共済・厚生年金　他社会保険・共済・厚生年金　他 勤務先へお問い合わせください。勤務先へお問い合わせください。

□ 国民年金国民年金 日本年金機構刈谷年金事務所日本年金機構刈谷年金事務所
☎ 0566－21－21100566－21－2110

□ 生命保険・個人年金　等生命保険・個人年金　等 加入していた生命保険会社または代理店加入していた生命保険会社または代理店

□ 企業年金　等企業年金　等 各企業年金基金等または企業年金連合会各企業年金基金等または企業年金連合会

□ 遺族補償年金（給付）等遺族補償年金（給付）等
労働災害によって亡くなられた方のご遺族の方労働災害によって亡くなられた方のご遺族の方
受給資格等については以下にご確認ください。受給資格等については以下にご確認ください。
刈谷労働基準監督署　刈谷労働基準監督署　☎ 0566－21－48850566－21－4885

□ 預貯金口座　等預貯金口座　等 各金融機関各金融機関

□ 株式　等株式　等 各証券会社各証券会社

□ 国債国債 償還金支払い場所または証券保管証書に記載の償還金支払い場所または証券保管証書に記載の
郵便局郵便局

□ クレジットカードクレジットカード

各契約会社各契約会社□ 固定電話・携帯電話固定電話・携帯電話

□ インターネット、新聞インターネット、新聞
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確認確認 主な手続き主な手続き 問い合わせ先問い合わせ先

□ ケーブルテレビケーブルテレビ
各契約会社各契約会社

□ 電気・ガス料金　等電気・ガス料金　等

□ NHK受信料NHK受信料 ☎ 0570－077－0770570－077－077

□ 各種免許について各種免許について 返還が必要な場合がありますので、それぞれにご確認返還が必要な場合がありますので、それぞれにご確認
ください。ください。

□ 葬祭費・埋葬料・埋葬費葬祭費・埋葬料・埋葬費 加入されている健康保険協会、組合でご確認ください。加入されている健康保険協会、組合でご確認ください。
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ご遺族の方へ

このたびのご親族のご逝去を悼み、心からお悔やみ申し上げます。
安城市ではご遺族の方が届出をされる市役所関係の手続きを、一つの窓口で
行うことができる「おくやみ窓口」を設置しています。窓口のご利用にあわせ、
市役所関係を含めた、一般的な手続きのハンドブックを作成しましたので、
ぜひお手にとってご覧ください。
多岐にわたる届出ですが、この冊子がご遺族やご親族の皆様のお役に立てる
ことを心より願っております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

安　城　市　長




